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１【提出理由】

　平成27年11月25日開催の当社第40期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す

るものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成27年11月25日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

(1)　配当財産の種類

　金銭

(2)　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　当社普通株式１株につき金10円

　配当総額123,205,810円

(3)　効力発生日

　平成27年11月26日

 

第２号議案　定款一部変更の件

監査等委員会設置会社に移行するため定款の一部を変更するもの。更に、責任限定契約の締結可能範

囲の変更、監査等委員である取締役の予選に関する規定の新設、および剰余金の配当等の決定を取締

役会の決議により決定できるよう変更する。

 

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。)として、小森裕作、野水優治、後藤達也、鈴木好治、　

山田雄平、大野輝文、小森一輝および髙月敦史の８氏を選任する。

 

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、小久保隆、加藤文夫および林直康の３氏を選任する。

 

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役に伏屋喜雄氏を選任する。

 

第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を、年額200百万円以内（うち社外取締役

分20百万円以内）とする。

 

第７号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額40百万円以内とする。

 

第８号議案　退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

平成27年６月30日に取締役を退任された増田康裕氏と、監査等委員会設置会社への移行に伴い、任期

満了により監査役を退任される小久保隆氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労

金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役は取締役会に、退任監

査役は監査等委員である取締役の協議に一任する。
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(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

ならびに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件 決議結果および賛成比率

第１号議案 96,520 705 0 （注）１ 可決　96.03％

第２号議案 95,240 1,985 0 （注）２ 可決　94.75％

第３号議案      

小森　裕作 96,961 264 0

（注）３

可決　96.46％

野水　優治 97,007 218 0 可決　96.51％

後藤　達也 96,981 244 0 可決　96.48％

鈴木　好治 96,981 244 0 可決　96.48％

山田　雄平 96,979 246 0 可決　96.48％

大野　輝文 96,960 265 0 可決　96.46％

小森　一輝 96,950 275 0 可決　96.45％

髙月　敦史 93,121 4,104 0 可決　92.64％

第４号議案      

小久保　隆 96,955 270 0

（注）３

可決　96.46％

加藤　文夫 96,965 260 0 可決　96.47％

林　　直康 96,975 250 0 可決　96.48％

第５号議案

伏屋　喜雄

 

88,092

 

9,133

 

0

 

（注）３ 可決　87.64％

第６号議案 97,034 191 0 （注）１ 可決　96.54％

第７号議案 97,080 145 0 （注）１ 可決　96.58％

第８号議案 87,811 9,414 0 （注）１ 可決　87.36％

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２

以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の

賛成による。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分、および本総会当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集

計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、

賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

 

以　上
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